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諮問日：令和５年１０月１９日（令和５年度（情）諮問第３３号）     

答申日：令和６年３月２１日（令和５年度（情）答申第４８号） 

件 名：盛岡家庭裁判所において特定期間に作成された、特定の時期に特定の小学

校に入学等予定の児童等について記載した文書の不開示判断（存否応答拒

否）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

「令和３年１１月１日～令和４年４月３０日迄の間に盛岡家庭裁判所が作成、

調査、送致、移管、移送、決定した令和４年４月に特定の小学校に入学・就学

予定の児童・生徒についての司法行政文書」（以下「本件開示申出文書」とい

う。）の開示の申出に対し、盛岡家庭裁判所長が、その存否を明らかにしない

で不開示とした判断（以下「原判断」という。）は、妥当である。 

第２ 事案の概要 

本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し、

盛岡家庭裁判所長が令和５年６月２１日付けで原判断を行ったところ、取扱要

綱記第１１の１に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第１１の３に定める諮

問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

本件開示申出文書が真に「不存在」であるならば、開示等決定に係る意思決

定について規定の３０日を大幅に超え、２回も延長した後、存否応答拒否にす

る必要はない。本件開示申出文書が「存否応答拒否」に値するかどうかの意思

決定は、当初の３０日の期間で優に足りるはずである。ましてや本件開示申出

文書の通知期限の延長理由は「文書の探索及び精査」であり、不存在とは回答

していなかった。このことから、開示を求める文書は確実に存在していると考

えられる。 
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本件開示申出文書が存否応答拒否であることから、本不開示処分が妥当であ

るかを改めて確かめてもらいたい。本当に行政機関の保有する情報の公開に関

する法律（以下「法」という。）５条１号に定める不開示情報に相当するか不

明であり、不開示の原判断は不当である。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

１ 盛岡家庭裁判所は、本件開示申出文書の存否を明らかにすると、公にするこ

とにより不開示情報である個人の権利利益を害するおそれがある情報(法５条

１号に相当)を開示することとなることから、本件開示申出に対し、当該司法

行政文書の存否を明らかにしないで不開示の判断をした。 

２ この判断に対し、苦情申出人は、本件開示申出文書が本当に同号に定める不

開示情報に相当するか不明であり、不開示の原判断は不当であると主張してい

ると考えられる。 

３ 本件において、本件開示申出文書の存否を明らかにすることは、本件開示申

出で特定された範囲の児童等について家庭裁判所に少年事件、家事事件等の事

件が係属した（又は係属しなかった）という事実を開示することとなるところ、

上記事実を公にすると、入手可能な他の情報と照合することによって、当該児

童等を推測又は識別される可能性を否定することができない。 

したがって、本件開示申出文書の存否を明らかにすることは、不開示情報で

ある個人の権利利益を害するおそれがある情報（法５条１号）を開示すること

になると考えられるため、文書の存否を明らかにしないで不開示とすることが

相当である。 

４ なお、苦情申出人は、延長通知が２回されていることから、本件開示申出文

書は確実に存在していると推測されるため、存否応答拒否の回答は不当である

との主張もしていると考えられるが、上記の結論は当該主張に左右されるもの

ではない。 
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第５ 調査審議の経過 

   当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 令和５年１０月１９日  諮問の受理 

  ② 同日          最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 令和６年２月１６日   審議 

  ④ 同年３月１５日     審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 本件開示申出文書の存否を答えることは、本件開示申出で特定された範囲の

児童等について家庭裁判所に少年事件、家事事件等の事件が係属しているか否

かという事実の有無を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものと認め

られる。そして、上記事実は、特定の個人を識別することができる情報には当

たらないものの、仮に上記の児童等が関わる事件が存在する場合において、こ

れを明らかにすると、児童等の関係者等一定範囲の者に当該児童等が推知され

るおそれがあり、また、入手可能な他の情報と照合することによって当該児童

等が識別される可能性が否定できない。これにより、当該児童等の権利利益が

害されるおそれがあるといえ、上記事実の有無という情報は、法５条１号後段

に規定する公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報に相

当する。 

したがって、本件開示申出文書については、その存否を答えるだけで法５条

１号後段に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認めら

れる。 

２ 苦情申出人は、延長通知が２回されていることから、開示を求める文書は確

実に存在していると考えられる旨主張するが、この主張をもって上記の結論を

左右しない。 

３ 以上のとおり、原判断については、本件開示申出文書の存否を答えるだけで

法５条１号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認め
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られるから、妥当であると判断した。 
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